
様式Ｂ－８ 

広告募集案内【企画提案募集】 
（施設広告掲出仕様書） 

 
横浜市庁舎、18 区庁舎及び土木事務所に広告を掲出する事業者を以下のとおり募集します。 

■募集概要 

名  称 横浜市庁舎、18 区庁舎及び土木事務所における広告付き GREEN×EXPO 2027
広報 PR 等用デジタルサイネージの設置 

内  容 

広告事業を活用し、横浜市庁舎、18 区庁舎及び土木事務所にて GREEN×EXPO 
2027 の広報 PR 等を行うためにデジタルサイネージを設置し、広告事業を活用

した機器の運用及び適切な維持管理等を行う企画提案を募集します。 
屋外広告物には該当しません。 

施設所在地（場所） 

横浜市中区本町 6-50-10（横浜市庁舎） 
横浜市鶴見区鶴見中央 3-20-1（鶴見区役所） 
横浜市神奈川区広台太田町 3-8（神奈川区役所） 
横浜市西区中央 1-5-10（西区役所） 
横浜市中区日本大通 35（中区役所） 
横浜市南区浦舟町 2-33（南区役所） 
横浜市港南区港南 4-2-10（港南区役所） 
横浜市保土ケ谷区川辺町 2-9（保土ケ谷区役所） 
横浜市旭区鶴ケ峰 1-4-12（旭区役所） 
横浜市磯子区磯子 3-5-1（磯子区役所） 
横浜市金沢区泥亀 2-9-1（金沢区役所） 
横浜市港北区大豆戸町 26-1（港北区役所） 
横浜市緑区寺山町 118（緑区役所） 
横浜市青葉区市ケ尾町 31-4（青葉区役所） 
横浜市都筑区茅ケ崎中央 32-1（都筑区役所） 
横浜市戸塚区戸塚町 16-17（戸塚区役所） 
横浜市栄区桂町 303-19（栄区役所） 
横浜市泉区和泉中央北 5-1-1（泉区役所） 
横浜市瀬谷区二ツ橋町 190（瀬谷区役所） 
横浜市鶴見区鶴見中央 3-28-1（鶴見土木事務所） 
横浜市神奈川区神大寺 2-28-22（神奈川土木事務所） 
横浜市西区浜松町 12-6（西土木事務所） 
横浜市中区山下町 246（中土木事務所） 
横浜市南区浦舟町 2-33（南土木事務所） 
横浜市港南区港南中央通 10-1（港南土木事務所） 
横浜市保土ケ谷区神戸町 61（保土ケ谷土木事務所） 
横浜市旭区今宿東町 1555（旭土木事務所） 
横浜市磯子区磯子 3-14-45（磯子土木事務所） 
横浜市金沢区寺前 1-9-26（金沢土木事務所） 
横浜市港北区大倉山 7-39-1（港北土木事務所） 
横浜市緑区十日市場町 876-13（緑土木事務所） 
横浜市青葉区市ケ尾町 31-1（青葉土木事務所） 
横浜市戸塚区戸塚町 2974-1（戸塚土木事務所） 
横浜市栄区小菅ケ谷 1-6-1（栄土木事務所） 
横浜市泉区和泉中央北 5-1-2（泉土木事務所） 
横浜市瀬谷区三ツ境 153-7（瀬谷土木事務所） 

施設の利用者数・利用

者層 

横浜市の人口は、約 377 万人（横浜市人口ニュース令和８年１月１日現在）で

あり、様々な世代の方々が各種手続き・相談のために市庁舎、18 区役所及び 18

土木事務所を訪れています。 
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＜横浜市役所来訪者数＞ 

・横浜市役所アトリウム イベント開催実績（令和６年度） 

 イベント開催件数：148 件 

イベント来場者数：延べ約 67,000 人 

・横浜市庁舎 行政棟 来庁者数（令和６年度） 

 約 1,400 人／日 

＜各区役所証明書等発行件数（概数）＞ 

  

戸籍・住民登録等届出等及び 

戸籍謄抄本証明書等発行件数 

（令和５年度） 

課税証明書及び固定資産に 

かかる証明書等発行件数 

（令和６年度） 

鶴見区 262,145 48,781 

神奈川区 174,708 38,849 

西区 222,766 19,095 

中区 190,449 82,455 

南区 159,682 37,836 

港南区 222,460 25,163 

保土ケ谷区 143,739 32,619 

旭区 202,291 24,315 

磯子区 117,117 23,477 

金沢区 143,088 29,482 

港北区 325,321 44,079 

緑区 128,772 26,747 

青葉区 250,884 39,771 

都筑区 150,654 28,189 

戸塚区 255,002 18,115 

栄区 83,257 18,508 

泉区 104,403 42,165 

瀬谷区 101,079 19,665 
 

広告設置場所 横浜市庁舎、18区役所及び土木事務所の計411箇所にて設置可能とします。  

（別紙参照） 

広告掲出可能 
スペース 

・設置スペースに収まる 25 もしくは 32 インチ程度の壁掛け（縦型もしくは横

型）のデジタルサイネージとします。（別紙参照）  

・広告の放映割合は全体の 50％以内としてください。 

広告掲出期間 

掲出開始希望日から５年間  

※広告の掲出開始日は、各施設におけるデジタルサイネージの設置日によらず、

すべて同日とします。 

※掲出開始希望日は、すべての設置が完了した翌日以降の日付にて受け付けし

ます。 

※会計年度ごとに各施設所管課とデジタルサイネージの設置にかかる使用許可

を受けていただく必要があります。 

（下記「広告掲出にあたっての留意点」参照） 

予定価格 公表しません 

■広告掲出にあたっての留意点 

広告の条件 

○広告内に「広告」である旨を明記するなど、施設の利用者等が見て、広告で

あることが明らかとなるような措置を施してください。 
○横浜市広告掲載要綱、横浜市広告掲載基準その他の広告関連規程を遵守して

ください。 
○募集概要の施設所在地に設置されたデジタルサイネージに、一律で放映する

ことを前提としてください。内容によっては別途、協議させていただきます。 
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広告の制作等 

○掲出を希望する広告は、毎月１日を更新日とし、各更新日の１か月前までに

広告原稿を提出し、上記条件について事前に広告内容の審査を受けてくださ

い。  
※広告内容によっては審査に時間を要する場合がありますので、時間に余裕 
をもってご提出ください。  

○広告掲載基準等に基づき、広告内容等の修正をお願いする場合がありますの

で、あらかじめご了承ください。 

○上記の期限までにご提出いただけない場合には、広告の掲出が遅れる場合又

は広告が掲出できない場合がありますが、その場合であっても広告料は減額

いたしませんのでご留意ください。 

デジタルサイネージの

設置・維持管理等 

○デジタルサイネージの広告等の制作、設置、撤去等の作業は、本広告事業を

実施する事業者の費用負担により行ってください。 
○デジタルサイネージは、原状回復が可能な方法で取り付けてください。  
○デジタルサイネージの設置における電源確保や工事等は、本広告事業を実施

する事業者にて行ってください。また、配線等は施設利用者の安全に十分に

配慮してください。 
○設置にあたっては、各施設担当者と各壁面の材質に応じた適切な設置方法を

検討し、原状回復が可能であることを前提に協議を行うとともに、十分にス

ケジュールや取り付け方法、配線等について調整を行ってください。 
○設置時及び掲出期間中は、問い合わせに対応できる体制を整え、施設所管担

当者のフォローを行ってください。また、不具合、故障等の発生時、施設所

管担当者等と対応について調整を行ってください。  

財産の使用許可 

○広告掲出する箇所については、横浜市公有財産規則の規定に基づく使用許可

を受けていただき、広告料とは別に、使用許可に係る使用料を各施設所管課

にお支払いいただく必要があります。また、設置期間中の設置機器に関わる

光熱水費相当額を各施設所管課に本市の会計年度に合わせてお支払いいただ

く必要があります。 
＜参考＞ 
・使用料  

使用料（月額）＝1,000 円/㎡×表示面積  
※消費税は含まれていません。  

・光熱水費（電気料金） 
実費相当分 

 ※電気料金（月額）＝広告掲出に伴い設置する照明器具等の消費電力×電気 

料金単価×使用時間（１日あたり）×日数 相当   

その他 

○デジタルサイネージの設置の完了は、本事業の契約日から令和８年６月 30
日までとし、設置後広告掲出開始までは、GREEN×EXPO 2027 の広報 PR
動画を 100%放映してください。 

○広告契約期間中、広告主が決定しない等の理由により広告を掲出しない期間

があっても、広告料は減額いたしません。 
○広告の掲出により損害が生じたときは、補償及び賠償を行ってください。 
○広告掲出期間終了後は、原状回復してください。 
※再度の公募により同じ広告掲出事業者が広告契約を更新する場合は除く 

■申込み、選定のスケジュール 
申込期間 令和８年１月 30 日（金）～令和８年２月 19 日（木） 

提案内容評価 
令和８年２月下旬 
提案内容評価においては、申込者に対するヒアリングを行います。 
日時等の詳細については、後日お知らせします。 

選定結果通知 令和８年２月下旬～３月上旬（予定） 
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■申込手続 

申込条件 

デジタルサイネージの設置・維持管理及び広告掲出の一連の対応が可能な広告

代理店等とします。 
※申込時に広告主が決定していない場合は、決定後速やかに広告主審査を受け 
てください。 

申込方法 令和８年２月 19 日（木）午後５時 00 分までに、広告企画書を下記申込み・お

問合わせ先まで持参及び電子メールでご提出ください。 

広告企画書 
記載事項 

(1) 市に支払う広告料（年額） 

(2) 掲出期間における収支計画 

(3) デジタルサイネージの規格、設置方法、環境・安全性への配慮、広告を含

む表示内容の更新方法 

(4) 広告構成 

(5) 導入時・導入後のフォロー（維持管理及び管理体制）  

(6) 保守及び維持管理・障害対応時の考え方 

(7) 放映する広告の営業方針   

(8) 類似広告媒体の設置実績 
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■選定手続 

評価項目・評価基準 

(1) 市に支払う広告料（年額） 

市にとって財源確保効果があるか。 

(2) 掲出期間における収支計画 

掲出期間における収支計画が妥当であるか。 

(3) デジタルサイネージの規格、設置方法、環境・安全性への配慮、広告を含

む表示内容の更新方法 

 ・設置方法が適切かつ安全性が担保されているか。 

 ・設置場所に適した規格であるか。 

 ・省電力など、環境への配慮がされているか。 

 ・表示内容の更新が容易に行えるか。 

(4) 広告構成 
  広告枠、「GREEN×EXPO 2027」広報 PR 等動画の放映構成のバランス

及び運用の弾力性があるか。 
(5) 導入時・導入後のフォロー（維持管理及び管理体制）  

  デジタルサイネージ設置時及び掲出期間中は、問い合わせに対応できる体

制を整え、施設所管担当者のフォローができるようになっているか。 

(6) 保守及び維持管理・障害対応時の考え方 

 ・保守体制が整えられているか。  

 ・不具合、故障等の発生時の対応はどうか。 
(7) 放映する広告の営業方針   

  広告枠について、良質な媒体を継続的に提供することが可能か。 

(8) 類似広告媒体の設置実績（過去５年間） 

評価方法 

○脱炭素・GREEN×EXPO 推進局に設置する広告事業選考会において、上記

評価項目に従い、広告企画書に記載された提案内容を、事前に定めた採点方

法等により総合的に評価します。 
○評価の結果、最も優れた提案を行った申込者を掲載予定者（広告掲出事業者）

として選定し、広告掲出についての交渉を行います。 
※申込者が１者であった場合にも、最低基準を満たすことについての評価を

行います。最低基準を満たす提案がない場合は、再度募集を行います。 
※評価の結果同点となった場合は、脱炭素・GREEN×EXPO 推進局広告事

業選考会の会長が決定します。 
 
■申込み・お問合わせ先 

担当課名 横浜市脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO 推進課 
所在地 横浜市中区本町６丁目 50 番地 10 
TEL／FAX TEL 045-671-4627 ／FAX  045-212-1223 
E メール e-mail da-greenexpo@city.yokohama.lg.jp 
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  年  月  日 

 

広告企画書（施設広告：企画提案募集） 

 

横浜市長 

 

次のとおり企画内容を提案します。 

申 

込 

者 

所 在 地 
〒   - 

 
ふりがな 

名 称 
 

 

代表者職名・氏名  

担当者 

部署名  

ふりがな 

氏名 
 

 

連絡先 
TEL/FAX  

Eメール  

業種・事業内容  

ホームページ URL  

※「広告主」の欄は、申込者と異なる場合で決定済みの場合のみ記入してください。 

広 

告 

主 

所在地 
〒   - 

 
ふりがな 

名 称 
 

 

代表者職名・氏名  

業種・事業内容  

ホームページ URL  

申
込
内
容 

募集対象事業名称 
横浜市庁舎、18 区庁舎及び土木事務所における広告付き GREEN×

EXPO 2027 広報 PR 等用デジタルサイネージの設置 

企画詳細 
別紙企画書添付（様式は自由） 

※広告募集案内の「広告企画書記載事項」を必ず記載してください。 

個人情報の収集 

有 

・ 

無 

⇒有の場合（該当するものにチェックしてください） 
□名前 □住所 □電話番号 □E-mail □年齢 

□性別 □その他（     ） 

●収集対象（「例：「中学生以下」「65歳以上」」       ） 

●収集規模（「例：アンケート配布数 ○部」       ） 

誓
約
事
項 

・横浜市の広告関連規程を遵守します。 

・横浜市暴力団排除条例 第２条第２号から第５号に定められた者に該当しません。また、誓約事項に反し

ないことを確認するため、横浜市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出し、横浜市

が本誓約書及び該当役員名簿等を、神奈川県警察に提供することに同意します。 
・横浜市税の滞納はありません。横浜市が申込者及び広告主の市税納付状況調査を行うこと、また、当該

調査により滞納を確認した場合には、滞納者の氏名等を公表する可能性があることに同意します。 

・誓約事項と相違する事項が判明した場合、又は当該誓約事項に反した場合に、契約の相手方としないこ

と、契約解除を行うこと等、横浜市が行う契約に係る一切の措置について、異議の申立てを行いません。 
※ ご記入いただいた E メールアドレス宛に横浜市広告情報メールマガジン（広告媒体に関するお知らせ）

の配信を希望されますか。 （ 希望する ・ 希望しない ・ 登録済 ） 





区分
設置場所番

号
設置場所 設置台数 縦型・横型 モニターのサイズ 電源工事の必要

① 市庁舎B2階：馬車道駅からの通路付近壁面 1 縦型 32インチ 必要

② 市庁舎B2階：馬車道駅からＢ１階に上がる階段壁面 1 縦型 32インチ 必要

③ 市庁舎B1階：北エレベーター付近の壁面 1 縦型 32インチ 必要

④ 市庁舎B1階：東エレベーター付近（馬車道駅からアトリウムに上がるエスカレーター昇降口）の壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑤ 市庁舎B1階：南エレベーター付近の壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑥ 市庁舎１階：商業エリア男女トイレ間の壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑦ 市庁舎１階：水辺テラス側出口付近壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑧ 市庁舎１階：桜木町駅方面入口近辺壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑨ 市庁舎１階：北エレベーター前壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑩ 市庁舎１階：インフォメーション横壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑪ 市庁舎２階：商業エリア男女トイレ間の壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑫ 市庁舎２階：建築情報センター入口付近壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑬ 市庁舎２階：北エレベーター前壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑭ 市庁舎２階：郵便局近辺壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑮ 市庁舎２階：商業エリア広報壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑯ 市庁舎３階：ふれあいショップ付近壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑰ 市庁舎３階：エレベーターホール（Ｃバンク）入口付近壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑱ 市庁舎３階：エレベーターホール（Ｂバンク）入口付近壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑲ 市庁舎３階：北エレベーター付近壁面 1 縦型 32インチ 必要

⑳ 市庁舎３階：エレベーターホール（Ａバンク）入口付近壁面 1 縦型 32インチ 必要

㉑ エレベータ－（Ａ・Ｂ・Ｃ内）　側面 24 縦型 25インチ 必要

① 各階エレベーターホール 5 横型 25インチ 必要

② １階　区民ホール 5 横型 32インチ 必要

③ １階　駐車場待合室 1 横型 25インチ 必要

④ ２階　保険年金課国民年金係 待合エリア 1 横型 25インチ 必要

⑤ ３階　高齢・障害支援課　執務室内 2 横型 25インチ 必要

⑥ ３階　生活支援課 待合エリア 1 横型 32インチ 必要

⑦ ４階 税務課 待合エリア 3 横型 25インチ 必要

⑧ ５階 総務課・区政推進課・地域振興課 待合エリア 3 横型 25インチ 必要

⑨ ６階 マイナンバーカード交付窓口 待合エリア 1 横型 25インチ 必要

⑩ 土木事務所１階　正面玄関風除室 1 横型 25インチ 不要

① 本館１階夜間出入口付近 1 横型 25インチ 必要

② 本館１階消防署側出入口付近 1 横型 25インチ 必要

③ 本館３階税証明窓口付近 1 横型 25インチ 必要

④ 別館地下１階エレベーターホール 1 横型 25インチ 必要

⑤ 別館３階待合 1 横型 25インチ 必要

⑥ 本館４階県税事務所入口付近 1 横型 25インチ 必要

⑦ 土木事務所1階エントランス横 1 縦型 25インチ 不要

① ２・３・４階エレベーターホール 3 縦型 25インチ 必要

② ２・４階トイレ横 2 横型 25インチ 必要

③ ２・４階柱 2 横型 25インチ 必要

④ １階給水機上 1 横型 25インチ 必要

⑤ 生活支援課側自動ドア前 1 縦型 25インチ 必要

⑥ 旧レントゲン室横 1 横型 25インチ 必要

⑦ 土木事務所　受付カウンター 1 縦型 25インチ 必要

⑧ 土木事務所　廊下の壁 1 横型 25インチ 必要

① ３～７階エレベータホール 5 横型 32インチ 必要

② ７階ホール 2 横型 32インチ 不要

③ ５階待合 1 横型 32インチ 不要

④ ４階待合 1 横型 32インチ 不要

⑤ ２階待合 1 横型 32インチ 必要

⑥ ２階エレベータホール 1 横型 32インチ 必要

⑦ １階受付付近 2 横型 32インチ 不要

⑧ 土木事務所 2階受付窓口 1 縦型 32インチ 不要

① １階エレベーターホール 1 横型 32インチ 必要

② 階段踊り場 1 横型 32インチ 必要

③ ２階待合室 1 横型 32インチ 必要

④ ２階待合室 1 横型 32インチ 必要

⑤ ３階エレベーターホール 1 横型 32インチ 必要

⑥ ３階待合室 1 横型 32インチ 必要

⑦ ３階待合室 1 横型 32インチ 必要

市庁舎

神奈川区

西区

鶴見区

中区



⑧ ４階エレベーターホール 1 横型 32インチ 必要

⑨ ４階待合室 1 横型 32インチ 必要

⑩ 検診ルーム 1 横型 32インチ 必要

⑪ 検診ルーム 1 横型 32インチ 必要

⑫ ５階エレベーターホール 1 横型 32インチ 必要

⑬ ５階待合室 1 横型 32インチ 必要

⑭ ５階ブース後ろ 1 横型 32インチ 必要

⑮ ６階エレベーターホール 1 横型 32インチ 必要

⑯ ６階待合室 1 横型 32インチ 必要

⑰ ７階エレベーターホール 1 横型 32インチ 必要

⑱ ７階廊下 1 横型 32インチ 必要

⑲ ７階廊下 1 横型 32インチ 必要

⑳ ７階廊下 1 横型 32インチ 必要

㉑ ７階廊下 1 横型 32インチ 必要

㉒ 土木事務所待合室 1 横型 32インチ 必要

① 地下１階エレベーターホール 1 横型 25インチ 必要

② 地下１階階段室前 1 横型 32インチ 必要

③ 地下１階機械室前 1 横型 32インチ 必要

④ １階エレベーターホール 1 縦型 25インチ 必要

⑤ １階売店 1 横型 25インチ 必要

⑥ １階階段 1 縦型 25インチ 必要

⑦ 2階階段 1 横型 25インチ 必要

⑧ 2階エスカレーター前 1 横型 32インチ 必要

⑨ 2階エスカレーター側待合 1 横型 32インチ 必要

⑩ 2階エレベーターホール 1 縦型 25インチ 必要

⑪ 2階保険年金課前 1 横型 32インチ 必要

⑫ 3階階段 1 横型 25インチ 必要

⑬ 3階エレベーターホール 1 縦型 25インチ 必要

⑭ 3階301.302会議室前 1 横型 32インチ 必要

⑮ 3階検診フロア前 1 横型 32インチ 必要

⑯ 4階階段 1 横型 25インチ 必要

⑰ 4階エレベーターホール 1 縦型 25インチ 必要

⑱ 401会議室前 1 横型 25インチ 必要

⑲ 402会議室前 1 横型 25インチ 必要

⑳ 5階地域協働ルーム 1 横型 32インチ 必要

㉑ 5階階段 1 横型 25インチ 必要

㉒ 5階エレベーターホール 1 縦型 25インチ 必要

㉓ ５階総務課前 1 横型 25インチ 必要

㉔ 6階階段 1 横型 25インチ 必要

㉕ 6階エレベーターホール（右） 1 横型 32インチ 必要

㉖ 6階エレベーターホール（左） 1 縦型 25インチ 必要

㉗ 6階廊下 1 横型 32インチ 必要

㉘ 土木事務所窓口 1 横型 32インチ 必要

① 地下１階エレベーターホール 1 縦型 32インチ 必要

② 地下1階ロビー 1 縦型 32インチ 必要

③ 地下１階会議室前 1 縦型 32インチ 必要

④ １階エレベーターホール 1 縦型 32インチ 必要

⑤ 1階保険年金課通路 1 縦型 32インチ 必要

⑥ １階風除室 1 縦型 32インチ 必要

⑦ １階戸籍課壁 1 縦型 32インチ 必要

⑧ １階戸籍課柱 1 縦型 32インチ 必要

⑨ ２階エレベーターホール 1 縦型 32インチ 必要

⑩ ２階税務課柱A 1 縦型 32インチ 必要

⑪ ２階税務課柱B 1 縦型 32インチ 必要

⑫ ２階総務課壁 1 縦型 32インチ 必要

⑬ ２階地域振興課壁 1 縦型 32インチ 必要

⑭ ３階エレベーターホール 1 縦型 32インチ 必要

⑮ ３階西側柱A 1 縦型 32インチ 必要

⑯ ３階西側柱B 1 縦型 32インチ 必要

⑰ ３階こども家庭支援課柱A 1 縦型 32インチ 必要

⑱ ３階こども家庭支援課柱B 1 縦型 32インチ 必要

⑲ ４階エレベーターホール 1 縦型 32インチ 必要

港南区

南区

保土ケ谷区



⑳ ４階生活支援課待合 1 縦型 32インチ 必要

㉑ ４階生活支援課壁A 1 縦型 32インチ 必要

㉒ ４階生活支援課壁B 1 縦型 32インチ 必要

㉓ ５階エレベーターホール 1 縦型 32インチ 必要

㉔ ５階生活衛生課壁 1 縦型 32インチ 必要

㉕ ５階福祉保健課壁 1 縦型 32インチ 必要

㉖ ５階会議室前 1 縦型 32インチ 必要

㉗ ５階高齢・障害支援課受付 1 縦型 32インチ 必要

㉘ ５階認定審査室前 1 縦型 32インチ 必要

㉙ 別館２階風除室 1 縦型 32インチ 必要

㉚ 別館３階エレベーター脇 1 縦型 32インチ 必要

㉛ 土木事務所２階１ 1 横型 32インチ 必要

㉜ 土木事務所２階２ 1 横型 32インチ 必要

① 本館地下１階エレベーターホール 1 横型 32インチ 必要

② 本館２階待合スペース柱 1 縦型 32インチ 不要

③ 本館３階待合スペース柱（検診窓口前） 1 縦型 32インチ 不要

④ 本館３階待合スペース柱（カンファレンスルーム入口付近） 1 縦型 32インチ 必要

⑤ 新館２階エレベーターホール 1 横型 32インチ 不要

⑥ 土木事務所入口風除室 1 横型 25インチ 必要

① ７～４・B1階　エレベーターホール 5 横型 32インチ 必要

② ３～２階　エレベーターホール 2 横型 25インチ 必要

③ １階　エレベーターホール・区民ホール 3 横型 32インチ 不要

④ B2階　エレベーターホール 1 横型 25インチ 不要

⑤ 磯子土木事務所　１階 1 横型 32インチ 不要

① １階特別相談室ドア横 1 横型 32インチ 不要

② １階エレベーターホール左消火栓上部 1 横型 32インチ 必要

③ ２階区民活動支援センター前 1 横型 32インチ 不要

④ ２階エレベーターホール右 1 横型 32インチ 必要

⑤ ２階エレベーターホール左 1 横型 32インチ 必要

⑥ ２階公会堂連絡口手前 1 横型 32インチ 不要

⑦ ３階エレベーターホール右 1 縦型 32インチ 不要

⑧ ３階税務課前柱 1 横型 32インチ 不要

⑨ ３階有料コピー機上 1 横型 32インチ 不要

⑩ ４階福祉保健課入口上部 1 横型 32インチ 不要

⑪ ４階高齢・障害支援課柱上部 1 横型 32インチ 不要

⑫ ４階エレベーターホール消火栓上部 1 横型 32インチ 必要

⑬ ５階エレベーターホール消火栓上部 1 横型 32インチ 必要

⑭ ５階健診フロア壁１ 1 横型 32インチ 必要

⑮ ５階健診フロア壁２ 1 横型 32インチ 必要

⑯ ６階エレベータホール自販機横 1 横型 32インチ 必要

⑰ ６階小型リサイクルボックス横 1 横型 32インチ 不要

⑱ ６階エレベーターホール消火栓上部 1 横型 32インチ 不要

⑲ 土木事務所２階受付横 1 縦型 25インチ 不要

① 総合案内の壁 1 横型 32インチ 必要

② 戸籍課証明発行窓口柱 1 横型 32インチ 必要

③ １階エレベーター右の壁 1 縦型 25インチ 必要

④ 健診センター入口 1 横型 25インチ 必要

⑤ 授乳室 1 横型 32インチ 必要

⑥ 戸籍課執務スペースの柱１ 1 横型 32インチ 必要

⑦ 戸籍課執務スペースの柱２ 1 横型 32インチ 必要

⑧ 保険年金課執務スペースの柱 1 横型 32インチ 必要

⑨ 税務課証明発行窓口の柱 1 横型 32インチ 必要

⑩ こども家庭課執務室奥の壁 1 横型 32インチ 必要

⑪ ウォータースタンド左の壁 1 横型 32インチ 必要

⑫ 屋上庭園入口右の壁 1 縦型 32インチ 必要

⑬ 総務課給湯室の壁 1 横型 32インチ 必要

⑭ １号会議室と２号会議室の間の壁 1 横型 32インチ 必要

⑮ 土木事務所２F　窓口 1 縦型 32インチ 必要

13-1 １階　区政推進課広報相談係執務室壁面（通路側） 1 縦型 32インチ 必要

旭区

磯子区

港北区

金沢区



13-2 １階エレベーターホール
※写真中①②どちらかの場所

1 縦型 25インチ 必要

13-3 １階こども家庭支援課12番窓口と13番窓口の間の柱 1 横型 32インチ 必要

13-4 １階こども家庭支援課13番窓口正面待合席左端 1 縦型 32インチ 必要

13-5 １階高齢・障害支援課待合スペース前の柱 1 縦型 32インチ 必要

13-6 １階生活支援課窓口 1 横型 25インチ 必要

13-7 １階生活支援課前通路 1 横型 25インチ 必要

13-8 １階検診フロア内 1 横型 25インチ 必要

13-9 ２階公会堂口出入り口付近 1 横型 25インチ 必要

13-10 ２階税務課32番窓口と33番窓口の間の柱 1 横型 25インチ 必要

13-11 ２階生活衛生課窓口横の柱 1 横型 25インチ 必要

13-12 ２階福祉保健課窓口の柱 1 横型 25インチ 必要

13-13 ４階総務課44番窓口付近 1 横型 25インチ 必要

13-14 地下1階みどりラウンジ 1 横型 25インチ 必要

13-15 地下1階・３階・４階エレベーターホール
※写真中①②どちらかの場所

3 縦型 25インチ 必要

13-16 土木事務所1階玄関ホール 1 横型 25インチ 不要

① １階福祉保健センター西側 3 横型 32インチ 必要

② １階福祉保健センター南側 2 横型 32インチ 必要

③ ２階保険年金課書庫前 1 横型 32インチ 必要

④ ２階トイレ前通路 2 横型 32インチ 必要

⑤ ２階福祉保健センター 2 横型 32インチ 必要

⑥ ３階税務課執務室前 2 横型 32インチ 必要

⑦ ３階エレベーターホール 3 横型 32インチ 必要

⑧ ３階福祉保健課執務室周辺 2 横型 32インチ 必要

⑨ ３階福祉保健センター 3 横型 32インチ 必要

⑩ ４階大会議室前 4 横型 32インチ 必要

⑪ ４階エレベーターホール 3 横型 32インチ 必要

⑫ ４階西南側廊下 2 横型 32インチ 必要

⑬ 土木事務所　１階　玄関ホール 1 縦型 32インチ 必要

① １階エレベーターホール 1 縦型 32インチ 不要

② １階区民ホール柱１ 1 縦型 32インチ 不要

③ １階区民ホール柱２ 1 縦型 32インチ 不要

④ １階区民ホール柱３ 1 縦型 32インチ 必要

⑤ １階区民活動センター柱１ 1 縦型 25インチ 必要

⑥ １階区民活動センター柱２ 1 縦型 25インチ 必要

⑦ １階区民活動センター壁 1 縦型 32インチ 必要

⑧ １階福祉保健センター入口１ 1 縦型 25インチ 不要

⑨ １階福祉保健センター入口２ 1 縦型 32インチ 不要

⑩ １階福祉保健センター受付 1 縦型 32インチ 必要

⑪ １階福祉保健センター通路 1 縦型 32インチ 必要

⑫ ２階エレベーターホール 1 縦型 32インチ 不要

⑬ ２階保険年金課前柱 1 縦型 25インチ 必要

⑭ ２階３号エレベーター前柱 1 縦型 25インチ 必要

⑮ ２階こども家庭支援課倉庫横 1 縦型 32インチ 不要

⑯ ２階こども家庭支援課柱 1 縦型 25インチ 必要

⑰ ２階生活衛生課柱 1 縦型 25インチ 必要

⑱ ２階福祉保健課柱 1 縦型 25インチ 必要

⑲ ２階高齢・障害支援課柱 1 縦型 25インチ 必要

⑳ ２階エスカレーター前通路 1 縦型 25インチ 不要

㉑ ２階消防署前通路 1 縦型 32インチ 不要

㉒ ２階消防署前 1 縦型 32インチ 不要

㉓ ３階エレベーターホール１ 1 縦型 32インチ 不要

㉔ ３階エレベーターホール２ 1 縦型 32インチ 不要

㉕ ３階税務課柱1 1 縦型 25インチ 必要

㉖ ３階税務課柱2 1 縦型 25インチ 必要

㉗ ３階第６会議室横 1 縦型 32インチ 不要

㉘ ３階生活支援課柱 1 縦型 25インチ 必要

㉙ ４階エレベーターホール１ 1 縦型 32インチ 不要

㉚ ４階エレベーターホール２ 1 縦型 32インチ 不要

㉛ ４階土木事務所柱 1 縦型 25インチ 必要

㉜ ４階北部農政事務所壁 1 縦型 25インチ 必要

㉝ ４階通路南側端 1 縦型 32インチ 不要

㉞ ５階エレベーターホール１ 1 縦型 32インチ 不要

青葉区

都筑区

緑区



㉟ ５階エレベーターホール２ 1 縦型 32インチ 不要

㊱ ５階区政推進課柱 1 縦型 25インチ 必要

㊲ ５階地域振興課柱 1 縦型 25インチ 必要

㊳ ５階総務課柱 1 縦型 25インチ 必要

㊴ ５階特別会議室横 1 縦型 32インチ 不要

㊵ ５階３号エレベーター前 1 縦型 32インチ 不要

㊶ ６階エレベーターホール１ 1 縦型 32インチ 不要

㊷ ６階エレベーターホール２ 1 縦型 32インチ 不要

㊸ ６階選挙管理委員会室前 1 縦型 32インチ 不要

㊹ ６階大会議室１ 1 縦型 32インチ 不要

㊺ ６階大会議室２ 1 縦型 32インチ 不要

㊻ ６階３号エレベーター前 1 縦型 32インチ 必要

① 来庁者用エレベーター内 3 横型 25インチ 必要

② ２F風除室 1 横型 32インチ 必要

③ 2F待合スペース柱 2 横型 32インチ 必要

④ ３F駅側出入口付近柱 1 横型 32インチ 必要

⑤ ３Fトツカーナ側出入口付近 1 横型 32インチ 必要

⑥ ３F情報発信コーナーテーブルスペース付近柱 1 横型 32インチ 必要

⑦ ３Fとことこ入口付近 1 横型 32インチ 必要

⑧ ３F下りエスカレーター壁面 1 横型 32インチ 必要

⑨ 5F待合スペース南側窓前 1 横型 32インチ 必要

⑩ ６F第２書庫壁面 1 横型 32インチ 必要

⑪ 7F税務課会議室壁面 1 横型 32インチ 必要

⑫ ７F待合スペース南側窓前 1 横型 32インチ 必要

⑬ ８F屋上庭園前ラウンジ 1 横型 32インチ 必要

⑭ ８F待合スペース南側窓前 1 横型 32インチ 必要

⑮ ９F待合スペース南側窓前 1 横型 32インチ 必要

⑯ 土木事務所窓口前 1 縦型 25インチ 不要

① 本館1階エレベーター横 1 縦型 25インチ 必要

② 本館1階マイボトル給水機上 1 横型 32インチ 必要

③ 本館1階戸籍課壁 1 横型 32インチ 必要

④ 本館２階エレベーター横 1 横型 25インチ 必要

⑤ 本館３階エレベーター横 1 横型 25インチ 必要

⑥ 本館４階エレベーター横 1 横型 25インチ 必要

⑦ 新館1階エレベーター横 1 縦型 25インチ 必要

⑧ 新館1階ホール（屋内消火栓の上） 1 横型 32インチ 必要

⑨ 新館2階エレベーター横 1 横型 32インチ 必要

⑩ 新館２階ロビー 1 横型 32インチ 必要

⑪ 新館３階エレベーター横 1 縦型 25インチ 必要

⑫ 新館４階エレベーター横 1 横型 32インチ 必要

⑬ 新館４階ラウンジタッチー 1 横型 32インチ 必要

⑭ 栄土木事務所２階閲覧コーナー入口 1 縦型 32インチ 必要

① 各階エレベーターホール（1階除く） 4 横型 25インチ 必要

② 各階エレベーターホール（B1階・2階除く） 3 横型 25インチ 必要

③ 区民ホール柱 6 横型 32インチ 必要

④ 食堂 2 横型 25インチ 必要

⑤ 福祉保健センター通路 1 縦型 32インチ 必要

土木事務所１階　入口入って左。火災報知器の隣　もしくは、

土木事務所１階　入口入って右。掲示板の上

① ５階大会議室B入口横壁面 1 横型 32インチ 必要

② ５階検診エリア入口向かい側壁面 1 横型 32インチ 必要

③ ５階検診エリア内（健康相談室付近） 1 横型 32インチ 必要

④ ５階検診エリア内（トイレ付近） 1 横型 32インチ 必要

⑤ ５階EV横壁面 1 横型 32インチ 必要

⑥ ５階踊り場壁面 1 横型 32インチ 必要

⑦ ４階EV正面（消火栓上） 1 横型 32インチ 必要

⑧ ４階自動販売機横壁面 1 横型 32インチ 必要

⑨ ４階EV側防火シャッター横壁面（執務室側） 1 横型 32インチ 必要

⑩ ４階窓横壁面 1 横型 32インチ 必要

⑪ ４階生活支援課待合スペース 1 横型 32インチ 必要

⑫ ４階踊り場壁面 1 横型 32インチ 必要

必要

泉区

栄区

32インチ

戸塚区

1 横型⑥

01211365
線



⑬ ３階EV正面（消火栓上） 1 横型 32インチ 必要

⑭ ３階窓横壁面 1 横型 32インチ 必要

⑮ ３階EV側防火シャッター横壁面（トイレ側） 1 横型 32インチ 必要

⑯ ３階税務課奥壁面 1 横型 32インチ 必要

⑰ ３階区政推進課待合スペース 1 横型 32インチ 必要

⑱ ３階特別会議室横壁面 1 横型 32インチ 必要

⑲ ３階踊り場壁面 1 横型 32インチ 必要

⑳ ２階福祉施設製作販売ショーケース上 1 横型 32インチ 必要

㉑ ２階来庁者用トイレ入口 1 横型 32インチ 必要

㉒ ２階EV側防火シャッター横壁面（自動ドア側） 1 横型 32インチ 必要

㉓ ２階お悔やみ窓口奥壁面 1 横型 32インチ 必要

㉔ ２階28番窓口奥壁面 1 横型 32インチ 必要

㉕ ２階踊り場壁面 1 横型 32インチ 必要

㉖ 総合案内 1 横型 25インチ 必要

㉗ １階EVホール 1 横型 32インチ 必要

㉘ １階入口正面の柱（前） 1 横型 32インチ 必要

㉙ １階入口正面の柱（後） 1 横型 32インチ 必要

㉚ １階公会堂との境界付近壁面 1 横型 32インチ 必要

㉛ １階踊り場壁面 1 横型 32インチ 必要

㉜ 土木事務所２階入口正面（土木設置箇所１） 1 横型 32インチ 必要

㉝ 土木事務所１階玄関正面（土木設置箇所２） 1 横型 32インチ 必要

合計台数 411

（内訳）　縦型 156

　　　　   横型 255

瀬谷区



候補案 候補（選択）

B1

B2

案Ａ

案Ｂ

ど
ち
ら
か
選
定

1

2

5

43

【区分：市庁舎】



候補案

9

6

10

7

8



候補案

11

12 13

14

15



候補案

16

20

19

17

18

21（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ内）



32 32 3232

2525

25

32

【区分：鶴見区】

01138106
テキストボックス



25

01138106
テキストボックス



2525

25

32

01138106
テキストボックス



25

25

2525

01138106
テキストボックス



25

25 25 2525 25

01138106
テキストボックス



25

25

01138106
テキストボックス



25

01138106
テキストボックス





1階エントランス横































①３～７階エレベータホール（各階共通）







⑧



【南区】位置図・設置場所写真 

南区役所・南土木事務所 

■位置図

■写真

①      ㉒ 

１階 



【南区】位置図・設置場所写真 

■位置図

■写真

②     ③ 

２階 



④



【南区】位置図・設置場所写真 

■位置図

■写真

⑤      ⑥ 

３階 



⑦



【南区】位置図・設置場所写真 

■位置図

■写真

⑧      ⑨ 

４階 



⑩      ⑪ 



【南区】位置図・設置場所写真 

■位置図

■写真

⑫      ⑬ 

５階 



⑭

01211360
長方形



【南区】位置図・設置場所写真 

■位置図

■写真

６階 



【南区】位置図・設置場所写真 

■位置図

■写真

⑰      ⑱ 

７階 



⑲      ⑳ 

㉑ 



港南区役所

地下１階階段室前









⑲４０２会議室前

⑲402会議室前

01211360
長方形





㉗

どちらか

01211360
長方形



㉘土木事務所窓口















































㉙別館２階風除室



㉚別館３階エレベーター脇



㉛土木事務所２階１

㉜土木事務所２階２

















  （５か所）  （２か所）

１階　エレベーターホール・区民ホール



01211360
楕円

01211365
タイプライターテキスト
⑤



①

１階

②

01131185
長方形

01138106
テキストボックス



区庁舎１階 

① ②

01211360
長方形

01211360
長方形

01211360
長方形



２階

⑥

③

ᵔ

ᵕ

01071040
ノート注釈
01071040 : Unmarked

01138106
テキストボックス



区庁舎 2 階 

③  ④  

⑤  ⑥  

 
 
 

01211360
長方形

01211360
長方形

01211360
長方形

01211360
長方形



３階

⑦

⑧

⑨

01138106
テキストボックス

01138106
テキストボックス



区庁舎３階 

⑦  ⑧  

⑨  
  

01211360
長方形

01211360
長方形

01211360
長方形



４階

⑩

⑪

⑫

01138106
テキストボックス



区庁舎４階 

⑩    ⑪  

⑫  

  

01211360
長方形

01211360
長方形

01211360
長方形



５階

⑬

⑭

⑮

01138106
テキストボックス



区庁舎５階 

⑬  ⑭  

⑮  

  

01211360
長方形

01211360
長方形

01211360
長方形



６階

⑯
⑰

⑱

01138106
テキストボックス



区庁舎６階 

⑯  ⑰  

⑱  

 
 
 

01211360
長方形

01211360
長方形

01211360
長方形



⑲ 

01081057
長方形

01081057
テキストボックス
2階受付横

01081057
線

01081057
テキストボックス
受付



土木事務所２階 

⑲  















緑



 





※待合スペースの方が見やすいようにモニターの角度を調整するため、モニターアームも併せて希望



















 



01211365
長方形

01211365
長方形

01211365
タイプライターテキスト
13-16





 

 

 

 

 







 



01211365
タイプライターテキスト
⑩４階大会議室前

























②２F 風除室

①エレベーター内

２階

③2F待合スペース柱

【区分：戸塚区】
戸塚区役所

01091281
スタンプ



⑥３F情報発信コーナーテーブルスペース付近柱

⑦３Fとことこ入口付近

⑧３F下りエスカレーター壁面

⑤３Fトツカーナ側出入口付近

④３F駅側出入口付近柱

３階

01091281
スタンプ

01091281
スタンプ

01091281
スタンプ



⑨5F待合スペース南側窓前

５階４階

01091281
スタンプ

01211360
多角形

01211360
多角形

01211360
テキストボックス
区民文化センター

01211360
テキストボックス

01211360
テキストボックス
区民文化センター

01211360
テキストボックス

01211360
テキストボックス

01211360
ノート注釈



⑩６F第２書庫壁面 ⑪7F税務課会議室壁面

⑫７F待合スペース南側窓前

６階
７階

01091281
スタンプ

01091281
スタンプ

01091281
スタンプ



⑬８F屋上庭園前ラウンジ

⑭８F待合スペース南側窓前
⑮９F待合スペース南側窓前

８階 ９階

01091281
スタンプ

01091281
スタンプ

01091281
スタンプ



(GL+3,200)

(FL+1,300)

公益財団法人 横浜市建築保全公社

設 計 者

協同組合横浜市設備設計
作成年月

図面番号図面名称

工 事 名
 備 考

N

戸塚土木事務所衛生配管等更新工事

令和 5 年 2 月

衛生設備　２階平面図（改修後）

DN

UP

DS

DN

応接

1 8765432

C

B

A

1
,
50
0

4
,
5
0
0

3
,
0
00

1
5
,
0
0
0

7
,
5
0
0

2,000

事務室

ｺｰﾅｰ

男子更衣室

女子

更衣室

２階平面図　改修後　1/100

40VB

50VB

20VB 20VB50VB 40VB

20VB

4,7504,5004,5004,5004,5004,5004,750

GV20GV40
(GL+3,500)(GL+3,500)

GV50

配管

×4か所

(GL+3,200) (GL+3,200)

GV40

(FL+1,400),(FL+2,200)

注記）

１．　　　　　は新設部分を示す。

２．　　　　　は既設部分を示す。

GV40

20VB

GV25

50VB ３．特記なき配管は屋内露出配管とする。

(GL+3,500)

50VB(屋外露出) 50VB(屋外露出)50VB(屋外露出)

40VB(屋外露出) 25VB(屋外露出)

20VB

(FL+2,200)

(FL+1,100)
20VB

20VB

40VB,40VB
横水栓

25VB

☆ △ △
☆

☆

(GL+6,500)

洗面化粧台穴明け

20VB

配管

×3か所

20VB(屋外露出)
(GL+3,500)

配管

×3か所

GV20

配管
支持架台①

40VB

☆GV20

M-12

休憩室

40VB

×2か所

20VB

GV20

配管
支持架台①

×2か所

CV25

GV2525VB
所長室

吸排気弁25
GV25

(新設)

男子トイレ

女子トイレ

(新設)自在水栓×2か所

(既設)瞬間湯沸器

湯沸室

閲覧室
(壁)穴明け40A×75Φ

(再取付)自動洗浄装置×3か所

(FL+2,200) 止水栓20A,分岐水栓20A(洗浄便座用)

(新設)

×2か所

第一会議室

×3か所

止水栓20A,分岐水栓20A(洗浄便座用)

(新設)

40VB

20VB

20VB

(新設)自在水栓

25VB
(FL+2,200)

20VB

配管支持架台②
×3か所

配管支持架台③×17か所

支持架台③

支持架台③

配管支持架台③×16か所

支持架台③

(新設)逆止弁付BAV13

(新設)止水栓20A

×8か所
配管支持架台②

(新設)止水栓20A×2か所

☆

戸塚土木事務所

01061017
線

01061017
長方形

01061017
引き出し線
⑯設置予定箇所

01138106
テキストボックス



【区分：栄区】
栄区役所





 



 



 



 



 





 



 





 



 







 







【泉区総合庁舎】位置図・設置場所写真 

■位置図

1 階 

4 階 

【区分：泉区】
  泉区役所

01221211
長方形

01221211
長方形

01221211
長方形

01221211
長方形

01221211
長方形

01221211
長方形

01221211
長方形

01221211
長方形

01221211
楕円

01221211
線

01221211
長方形

01221211
線

01221211
テキストボックス
③区民ホール柱

01221211
テキストボックス
⑤福祉保健センター通路

01221211
テキストボックス
①エレベーターホール（１階除く）

01221211
線

01221211
線

01221211
テキストボックス
②エレベーターホール（地下１階・２階除く）

01221211
長方形

01221211
長方形

01221211
テキストボックス
④-１食堂

01221211
テキストボックス
④-2食堂

01221211
線

01221211
線

01221211
長方形

01221211
長方形

01221211
長方形

01221211
長方形



■写真

①各階エレベーターホール（1・2 号機）

②各階エレベーターホール

（3 号機） 

③区民ホール柱

01221211
長方形

01221211
テキストボックス
①

01221211
長方形

01221211
テキストボックス
②

01221211
長方形

01221211
長方形

01221211
テキストボックス
③

01221211
線



④食堂

⑤福祉保健センター通路

01221211
長方形

01221211
長方形

01221211
長方形

01221211
テキストボックス
④-１

01221211
テキストボックス
④-2

01221211
テキストボックス
⑤

01221211
楕円

01221211
線



■写真

全体図

候補１        候補２    

泉土木事務所

01221211
多角形

01221211
多角形

01221211
テキストボックス
⑥

01221211
テキストボックス
⑥



【区分：瀬谷区】 
１階 

28 29 
30 

公会堂 

バックヤード／消防署 

31 

27 



２階 

22 

公会堂 

21 

25 

23 

24 

26 

20 

バックヤード／消防署 



３階 

公会堂 

14 

19 

18 
17 

15 

13 

バックヤード 

16 



９ 11 

４階 

公会堂 

８ 

10 

７ 

12 

バックヤード 



２ 
４ 

５階 

６ 

３ 

５ １ 

公会堂 

バックヤード／屋上 



１階部分 

１階面積 119.5 ㎡

２階部分 

２階面積 338.4 ㎡

瀬谷土木事務所 

33設置場所２ 

32設置場所１ 



約80センチ 

32 



33 
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